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1〔 は じ め に 〕

本論 は日本 にお ける社会病理現象をなる

べ く網羅的に,歴 史的に概観 しようとする試

みである。すなわち生活文化史を背景 に,犯

罪 ・非行 ・自殺 ・暴力 ・人身売買 ・売春 ・賭

博 ・薬物などの社会病理 を(従 来の問題別概

観ではな く)全 体的に,と らえていこうとす

るものである。 もちろんこれ ら個人の行為の

病理(狭 義の社会病理現象 とよぶ)と 密接 に

かかわる広義の社会病理現象,す なわち戦争

・貧困 ・災害(近 年 に至っては公害等)を 含

めてである。

(注)た だ し紙 数 の関係 で 文献 的史料 や統 計資 料

につ いてはほ とん ど省略 して,結 論 的概 略 を記す

に とどめ るこ とにな る。と くに豊富 な資 料の あ る

太平 洋 戦争後 につ いて は 大 部分 を別 の機 会 にゆ

ず らざ るを えなか っ た。臨床 的 病 理 研 究 と社 会

的考察 を結ぶ 理論 や,社 会病 理 論 と して の 新 し

い視点 につ いて も後 の機 会 にゆず る こ と と した 。

詳 細 は水 島 ・人 間性 心理 学体 系 第8巻 「非 行 ・

社会 病理 学」(近刊)を 参 照 され た い。

我々が社会病理現象 として問題に している

多 くの ものは,ほ とん どの地域 において有史

以前か ら何 らかの形で認め られて きたようで

ある。 もちろん価値的に何 をもって病理 とし

てきたか,そ れに対す る制裁,救 済 などの処置

が どのようにとられてきたか ということは時

代 ・場所 により様々である。また狭義の社会

病理現象の発現形態それ自体 も歴史的 ・社会

的に変遷 している。た とえば親子心中がきわ

めて日本的事象であ り,そ の多 くが近年(大

正以降に)頻 発するようになった ことな どで

あ る。 自殺,殺 入,盗 み,売 春,賭 博等はい

つの時代 にも存在 した ものであ るが,そ の発

現形態は時代 により若干異 なる。 こうした変

化す るもの と変化 しない ものを明 らかにして

い くことも重要なポイン トであり,そ のよう

な観点 もふまえた上で,歴 史的に事実を概観

してゆ くことが本論の主旨である。

2〔 古代 ・中世〕

古代の社会病理現象 も政治社会的な事象 と

複雑 に絡みあっている。被支配層は奴隷 とし

て使われ,律 令制の中では「奴婢」(古事記,日

本書記で は単に 「奴」 とい う)が 稲千束で売

買 された という記録が残っている。 そして,

時代が下 るとともに人身売買された婦女子が
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売春に供 されていったようである。特 に戦乱

や 不況や飢饉 に際 して,人 さらい人買いが

横行 していた。売春の起源はこうした略奪や

人身売買に求め られるが,一 方では(イ ンド

にみ られるような)巫 子による売春市場が形

成されていた という事実 もある。

古代 にお ける宗教 と社会病理 との関係 は

(精神病理 とも関連 して)一 般に注 目される

ところであ るがここでは省略 し,ア ル コー>v

や薬物のはしりについて も省略す る。遊びの

中では賭博 が重要な位置を占めるが,す で に

古代において双六が 日本に伝わ り,い わゆる

長半 による賭博の発生 もみ られている。平安

時代 には貴族社会で も賭博 による喧嘩が多 く,

下層民の間で も賭博や犯罪 を行 う無類の徒が

数百人京の町に集 まるのはざらであつた らし

いo

犯罪一般 に関 していえば,支 配階級の陰謀

や政治犯罪,あ るいは反体制政治集団の機能

もあわせ もった盗賊 なども有名であ り,庶 民

の犯罪に関 してもかなりの資料がある。た と

えば奈良時代には盗んだ ものを市で売 ること

がかな り多 く,こ の他,僧 が布施 を私用 した

こと,乞 食 への暴行,尊 族殺や徴兵忌避のた

めの殺人な どが記録 されている。

とくに 「日本霊異記」は6～8世 紀約3世

紀半にわた る犯罪事例を多 く記載 している。

仏教関係の説話集であるため寺院の財物の盗

みや,僧 侶 への暴行などが比較的多 く記され

ているが,一 般の犯罪 も記載 され,稲10束 を

盗んで人に与 えた話,盗 賊,暴 行,他 人の妻

を犯 した話,親 に食物を与 えずに遺棄 した話

なども記されている。

小田晋(1980)は 霊異記に出て くる犯罪 と

後述の今昔物語,江 戸の犯科帳および今 日の

犯罪白書を比較 し,時 代を超 えた共通点の多

いことを指摘 している。 ちなみに小田がま と

めた22例 中,女 子例は2例 であ り,実 子殺 し

および遺棄である。

小泉道(1984)に よれば霊異記は,善 因善
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果,悪 因悪果 に即 した文章になっているので

悪行の性格づけがはっきりなされているとみ

なされる。

翻って古代の 自殺 に関 しては,世 界各国で
へ

殉死がまず特徴的だ と言 うことがで きる。 し

かし世界史的にみて,奴 隷や女性の殉死や殉

葬は次第に稀 になるのが常であ り,日 本で も

大化の改新 によって殉死が禁止 され,馬 や宝

を埋葬することも禁止された。代 わって日本

においては,埴 輪が登場 してきたことは周知

の ことであ る。

一方情死 は万葉集に も見 られ
,古 事記,日

本書記に も記載されているが,全 般的には少

な く,た だ し大和物語や源氏物語の頃には若

干多かったことが文献か ら示唆 されるよ うで

ある(大 原1965に よる)。

中世武家社会 においては,平 家滅亡の際の

自殺を含めて当然戦争による自害 は増 し,ま

た武士道の確立 とともに殉死 も多 くなってき

ている。太平記には夥 しい自殺の例があ り,

武士の 自殺 は切腹が通常の こととなった。(女

性の方は多 くは入水 自殺)。反面情死 は少なか

った もの と思われ,た とえば室町時代謡曲は

数百 とい う夥 しい数が作 られているに もかか

わ らず,情 死 を謡った ものはないという。

犯罪において もまず武士の暴行 ・殺人,乱

暴狼藉が増 してきた とみなされている。 また

「鬼」 として都へ出て子 どもや婦女子や財物

を略奪 し人を殺 しては引 きあげて行 く山賊の

中には武士の崩れ も多かったようである。今

昔物語に も狐,竜,天 狗 などの怪物のほかに

夜盗の群れ としての 「鬼」が登場す る。小田

によれば,今 昔物語の強盗15例 中11例 が集団

強盗であ り,強 盗殺人4例 も含 まれている。
一方中野孝次(1983)は 今昔物語の犯罪記録

の中に民衆の生活苦 を読 みとっている。

室町時代 になると貨幣経済の発達 にともな

って盗み も新たな面を呈する。 しか し一方で

は,浪 人や走 り者が無頼 の党をな し,窃 盗 を

働 くことも多かった。「日本生活文化史」によ



れば激動のこの時代 には,「徒者」が数多 く生

み出されてお り,戦 乱があれば戦場に駆 けつ

け,戦 いが終われば,町 を徘徊 して飲酒 ・賭

博にふけり,恐 喝 ・略奪 ・暴行 ・刃傷沙汰 に

至 る。「刀狩 り」が行われるまでは庶民 も武器

を携 えていたので期せず して殺傷 に至ること

も多かったようである。 また農民や商家の雇

われ人が脱出して 「走 り者」 とな り,盗 賊化

した り,無頼の徒 と化 してけんか口論から「酒

酔暴言」に至ることも多かった。「けんか囗論

は世の常」 と言 えるほどであ り,無 頼の徒 の

みならず,僧 侶や女性の飲酒乱行 も多かった

ようである。よ り組織的 な犯罪 としては,海

賊集団があ り,そ の大 きなものは政治集団 に

近いものもあったが,天 下統一後 しだいに衰

退 してい く。 これに対 して山賊はその後 も根

づよ く存在 し続 けることになる。

人身売買は戦乱や飢饉の ときには特にひど

く,貧 困が原動力になっていた。「人 さらい」

だけでなく「人商人」が横行 し,農 民たちは生

活の糧のためにこれ らの商人に依存せざるを

えなかった。娘 も妻 も売 られ,さ らには息子

まで男色のために売 られていった。 また売春

関係だ けでな く,戦 国大名のための労働力の

補給源 としても人身売買 は重要だったようで

ある。奴隷 として海外 に売 られていった子女

もあったことが当時 の外国文献 にも記載 され

ているという。 こうした人身売買は秀吉 を中

心 として しばしば禁止されるのであるが,そ

の秀吉による朝鮮侵略 においては,多 くの朝

鮮人が日本商人 によって売買されている。

(注)古代からの様々な禁令においても親が子を

売ることは,や や大目で見 られていた。鎌倉時代

には非合法なが らに売春業者の横行がみられて

いる。ただ歴史が進むに従って永代売 りに対して

年季売りが多 くなり,や がて江戸時代の年季奉

公制に変じていく。(逆 に年季奉公の名の もと

に定着 したともいわれている。)

3〔 江戸時代〕

江戸時代に至って,人 身売買は法的に禁止

され,年 貢を納める名 目においてのみ娘 を納

めるこ とを認めた程度であった。そうした中

で,遊 女奉公は相変わらず前借金などに縛 ら

れた形で続 けられていった。江戸幕府は廓の

制度 を定め,日 本橋葺屋町(の ちに新吉原)

を江戸唯一の公認の遊里 とし(京 都では島原

など)こ こにいわゆ る公娼制度が確立 した。

しか し非公認の 「岡場所」の私娼は全国のい

たるところにみ られ,街 道筋の旅籠屋では売

春が黙認 されていた。 そしてこれら無法地帯

において,と くに病理的な色彩の売春,お よ

びそれに寄生する諸犯罪が行 われてきたこと

もまた周知のことである。

一方江戸時代の初期には,浪 人が強盗に転

化 していくものが多 く,強 盗殺人が頻発 して

いる。 またいわゆる"ら っぱ","す っぱ"が

忍びや盗みに転化 していくものが多かった と

されている。三田村鳶魚の 「泥棒づ くし」に

よれば,江 戸時代初期の大盗賊 といわれ るも

のは,ほ とん どが戦国武士の零落 した者であ

り,こ とに秀吉に押 さえつけられた関八州の

武士が江戸のあた りにあふれていた。

これら盗賊や らっぱ ・すっぱ的集団は,三

代将軍の頃には衰退 していった とみ られるが,

こに代って台頭 してきたのが博徒などのヤク

ザである。ヤクザの起源については多 くの説

があるが,最 初の有名ヤクザである幡随院長

兵衛が殺害 されたのが明暦3年(1657)で あ

る。

岩井弘融(1963)に よれば,賭 博によって生

計 をたてていた者は江戸以前 にもみられるが,

徳川幕府の成立によって江戸での賭博が隆盛

をきわめ,い わゆる「旗本奴」(旗本・後家人・

浪人の一団)が 横行 し,こ れに対 して賭博を

日常 とす る 「町奴」(浪 人・無頼の徒)が 対立

していた。 これ らはやがて取締の もとに消滅

してい くが,し か し江戸初期 にはおそらくこ
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うした無法の横行,さ らには個別 に輩出す る

浪人 ・無法者の間で勢力争いが続 けられ,次

第に地下の支配権を握 るヤクザ組織の確立が

なされてきた もの と思われ る。アメ リカのジ

ャーナ リスト・ベ リガン(1955)は さらに大

胆 な仮説 として,江 戸の町づ くりにか り出さ

れた浪人 ・無頼の徒の犯罪 ・売春 ・賭博 を支

配統御するインフォーマルな機能を もった組

織が成立 し,そ れが武士道 とその組織 をまね

た点 をヤクザの起源 として指摘 している。さ

らに町人が自衛のために用人棒 として博徒 に

依存 し,ま た地方領主たちもヤクザの力を必

要 とした と考 えられている。

こうした博徒集団は江戸中期以降次第に開

帳 を専業 とするようになり,.町 人は じめ各階

層の博徒愛好者の問に浸透 しつつその結束 を

固めていった。一一方農村 において も賭博 を行

う者が時 に徒党を組み,賭 博を常習 とするよ

うになったが,や がてその中か ら無宿者 によ

って専業の博徒が形成されていく。 こうして

化政期以降の国定忠次,清 水次郎長などの有

名ヤクザが輩出 し,地 下世界の縄ば り争いと

大勢力への統合が暴力を通 じてなされていく

ことにな る。なお博徒 とともに享保年間の 日

本左工門など,い わゆる義賊の存在 にも注意

をむける必要があるが,世 間に伝わっている

伝説は当時の作家の脚色であり,特 に明治以

後の講談,浪 曲などによって著 しく美化 され

た ものだ と考 えることが妥当なようである。

(田村栄太郎1981他 による)。
一方一般犯罪についていえば,す でに元禄

の太平の頃か ら武士による乱暴狼藉は少な く

な り,財産犯罪 と暴力 とは分化 していった。そ

して博徒 などの暴力集団 と,一 般の泥棒やス

リも次第に分化 していった とみなされている、

安永,天 明年間 にはスリの荒かせぎが横行 し,

やがて江戸末期の「巾着切 り」の横行へ とつな

がっていった と解 される。(尾佐竹1969)。一方

侵入窃盗 も多 くなっていった。放火をともな

った盗みが報告されるようになったの も江戸

中期以降で ある。文化の繁栄 とともに奉公人

が一家の金や品物 を盗むことも多 く見 られ,

一家の中で馬以外 は皆泥棒だ とつぶや く主人

もいた ということであ る。なお巾着切 りは,

その技術 をかわれて武士や豪商のスパ イ とし

て雇われていたことも報告 されている。 ちな

みに江戸の犯科帳によってみると,盗 み,ス

リ,追 い剥 ぎ,け んか,傷 害,姦 通,強 盗殺

人,女 犯,心 中未遂,放 火,主 殺 し,肉 親殺

しなど現代のほとん どあ らゆる犯罪が記され,

それに対す る刑罰が細か く記載 されている。

自殺については江戸初期 には多 くの文献 に

よって様々な自殺が記述 され,実 際に も自殺

率は高 まって,世 界史上で も稀な例 をな して

いた と見 られている(稲 村1971)。 武士道が確

立されて切腹の形式が確立 し,切 腹はひとつ

の刑罰 として も増加 した(赤 穂浪 士など)。

このため自殺 として も,た とえば人殺 しが発

覚 して切腹 した例 などが記載 され る。勿論切

腹以外の様々な自殺 も記録 されてお り,た と

えば島原合戦 時に,あ などられて相手を討 ち

取った後 自害 した例,商 人殺 しが発覚 して自

ら切腹 した例,浮 気の果てに相手に夫を殺 さ

せ自害 した女の例などさまざまである。心中

の形を とっている例 もかな り多 い。一方庶民

の心中も多 く,元 禄以降特に上方において情

死が流行,近 松門左工門の 「曾根崎心中」 な

どはその一つの典型を示 した ものだ と見 られ

ている。江戸においては若干時期がずれて心

中が流行,享 保7年 には心中の禁令 を見 るに

至っている。なお 「日本生活文化史」 によれ

ば,男 色による同性愛心中 も珍 しくなかった

ようである。

以上 はご く顕著な狭義の病理現象であるが,
一般 に江戸中期以降 も農民の貧困は著 しく,

都市で も下層民が病理を形成 し,飢 饉 に際 し

ての米騒動 が起 こっている。
一方,交 化 ・文政期に象徴 される町人文化

の隆盛,経 済的繁栄 とも相 まって,浮 浪の場

は多 くな り,ヤ クザや大犯罪者たちが職業的

4



に寄生する場所 も増 していった。 それはすな

わち明治以降,統 計的,科 学的に明 らかにさ

れてきた犯罪およびその周辺の社会病理の形

態 に刻一刻近づ きつつあった といってよいで

あろ う。おそらく江戸時代が町人文化の栄 え

た時期であり,庶 民の台頭の時期であり,そ

うした意味で庶民の犯罪や社会病理 も,そ れ

に伴 う一種の必要悪 として大 きく登場せざる

をえなかったのであろ う。 このことは売春 に

かかわる人々や情死者たちがその時代なりに

性愛の権利 を訴え,ヤ クザたちが体制の割れ

目に縦横無尽 に活躍 した ことの中にも読 み と

ることができる。

4〔 明治か ら昭和の戦前〕

日本の明治前期か ら中期 にかけて,文 明開

化 による初期資本主義的社会病理特徴 を見 る

ことは,お そらく一般的な見解であろ う。 と

くに急激に西欧先進諸国に向かって開かれ,

列強 との競争を強いられたことは,低 賃金労

働(主 として貧農の出稼 ぎ労働)に 大幅に依存

す ることとな り,他 方 日本に独 自の封建遺制

を強 く残存 させることになった。明治初期の

賤民解放令,仇 討禁 止 その他 の近代的施策

は数多 くあるが,と りわけ農村の貧困 と封建

制は近代化を大 きく妨げ,人 身売買等 もあ と

をたたなかった。東京では吉原は江戸時代を

ひき継 ぎ,さ らに非合法の私娼 も(特 に農村

の貧困ゆえの人身売買 と結びついて)絶 えな

かった。 また東京,京 阪をはじめ都市では維

新後没落 した士族 も加 え,職 人,農 民などの

流入者がいわゆる 「貧民窟」 を形成 して,下

層社会の病理を如実に示 していた(横 山源之

助1899そ の他 による)。
一方すでにこの時期に足尾銅山鉱害(明 治

13年),別 子鉱山の煙害(明 治27年)な どの公

害問題のはしりがみ られることは注 目すべ き

ところであろう。 そして明治21年,大 阪市内

で工場の煙突が禁止 された り,同24年 国会で

足尾銅山の鉱害が追究 されるなどの動 きが起

こっているが,周 知のように抜本的な対策は

たて られていない。(田 中正造の直訴は34年)

なお封建遺制のひ とつのあらわれ としての

高い離婚率が 日本の特徴 として注 目される。

明治16年(1883)か ら統計 があるが,離 婚率

0.334%(明 治16年)と 世界有数の離婚国であ

ることが示されたわけであ る。 その後民法 も

整備 されて,離 婚率は減少 してい くが,米 国

などより高い。ただ し米国では1920年 代以降

近代型(個 人の 自由意志による)離 婚が増 え,

これに対 して 日本では1970年 頃になってよう

や く近代型の離婚に所 を譲 ってい くことにな

る。

一方自殺は
,死 因統計 によってこれ も諸外

国に比 してかなり高いことが明らかにされた。

経済的不況 ・貧困 と庶民の 自殺 との関係 も若

干問題 になりはじめたようである。情死は相

変わ らず多かったようである(北 村透谷心中

明治27年 など)。社会の変化 と殉死禁止令によ

り殉死は少なくなったが,ま だ切腹,殉 死が

み られ,大 正初期の乃木将軍の殉死 などは,

かなりの共感をよんでいる。

20世紀 に入って,自 殺は急増 し,明 治末期

に一度減少はするものの,再 び高い水準をと

りもどしている。情死 も松井須磨子の後追い

心中をはじめ として文化人,庶 民 ともかなり

高 くなっている。一方明治 まで,ご くまれにし

か記録されていない親子心中が大正 に入 ると

増大 してい く。小峰茂之(1937)に よれば新

聞にあらわれた親子心中が,明 治30年 までは,

年に1～2件 あるかないか という程度であっ

たのが,大 正初期には年に10件 前後,大 正末

には60件 以上 に増 し,昭 和2年 以 降,各 年

216,199,299,201を 数 え,昭 和6年 には実に

313件(794人)至 った とされている。(小 峰は

この傾向を貧困に基づ くもの として解明 して

いる。)

犯罪については統計的に1900年 頃 まで は経

済指標(と くに米価 と日雇労務者の賃金の比

P/L)が 犯罪率 とかなり高 い相関を示 してい
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る。(20世 紀 に入 ってか らこの相 関 は崩 れ

る)。すなわち不況時,労 賃の安 いときに犯罪

が増加 している。高野岩三郎は明治17年(1884

年)か ら28年(1895年)の 期間で米価の上昇

と犯罪の発生 との間に高い相関関係 を見出 し

た。小野清一郎(1947)に よる研究で も,米

価 と日雇人夫の平均的な日給の比(P/L)

は1900年 までは犯罪率 との相関性があること

が認められている。ただ し,好 況についてい

えば,明 治25～29年(日 清戦争前後)な ども,

犯罪率の増加がみられることに も注意を要す

る。 とくに少年犯罪は好況時に増加す る傾向

が強 く,そ れも財産犯より人身犯罪が増加す

るようである。

その後の犯罪は第一次大戦前不況時から大

戦景気にかけて急増,窃 盗は大正10年 前後 に

は谷をな しての ち再上昇,一 方強盗 は大正6

年か ら10年 くらいにかけて減少を示 している。

大正7年 は米騒動 もあった時期であり,大 戦

の影響,経 済全体の動 き,お よび地域や個々

の指標の間に複雑 な関係があって,一 義的な

社会病理的考察は困難なようである。大正末

期の不況時においては,失 業者が増 し,強 窃

盗の中の無職者の率が増大 している。殺人に

っいては,大 正12年 震災時に群衆心理 によっ

て多数の殺人,と くに朝鮮人に対 して暴行,

殺人が行 われたことは周知の事実である。 ま

た震災後の治安の乱れ と経済的混乱が,強 窃

盗を増加 させた とみ ることもで きる。 それは

昭和初期の恐慌時にまでつなが るものであ る

(主 として武安1969に よる)。

昭和初期 の犯罪の減少 に対 して日申戦争の

はじまる昭和11年 か ら同14年 にかけては,第
一審刑法犯有罪人員 も

,刑 法犯被疑事件犯罪

率 も,成 人被疑者 もいずれ も明 らかな減少を

示 している。第2次 大戦前か ら戦中にかけて

の犯罪傾向につ いては,竹 村寿(1953)が 詳

しい研究を行っているが,竹 村 によれば犯罪

の減少は①常 に緊張 した空気が流れていたこ

と,② 経済生活の安定,③ 応召者が漸次増加
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し,内 地人 口が減少 したことなどが原因 と考

えられる。(昭和15年 以降 は犯罪が上昇 し,以

後増減がゆれ動 く。)

これに対 して少年犯罪は昭和11年 か ら15年

にかけて も漸増 し,太 平洋戦争中はさ らに増

加 している。 それは特 に窃盗の増加にみ られ

る。戦争による精神的緊張が少年には及ばず,

む しろ社会生活の場を広 げ軍事産業の繁栄 に

よって好賃金,遊 びの機会を与えられ,他 方

監督が不行届になった ことが,一 般にその原

因 とみなされている。それは第一次 ・第二次

大戦時の ドイツ ・オース トリアの場合 と類似

している。昭和18年 の一時的減少等,一 般 に

細かな動 きとして も成人犯罪 と逆の傾向を示

しやすい点が注目されているところであるが,

解明は困難である。
一方ヤクザ ・暴力団については明治初期に

戻っていえば,そ の主流は伝統的博徒であっ

たが,的 屋が次第に勢力をのば し,新 門辰五

郎などは博徒か らの転向のよい例である。 も

ちろん的屋 もすでに江戸時代 に 「香具師」 と

して親分子分制度をもっていた。的屋の発生

に関 しては様々な説があるが,薬 売 りを中心

とする小物売 りか ら発 した という説 も有力で

ある(西原1983)。 いずれにしても,明 治にな

って露店経営が許可され,露 店商人 をかげで

支配す る暴力集団が的屋 として成長 していっ

た もの と思われ る。

的屋あるいは香具師は,そ の後時代 ととも

に変 わってきた。小 さな露店や行商か らの強

奪のみならず,花 柳街や産業資本 に至 るまで,

的屋 は博徒以上 に時代の産業 に寄生 し,あ る

いは自ら会社 を経営す る者 まで生 じていった。

これ らヤクザ は明治末期か らの労働運動や

社会主義の台頭 に対抗 して,政 治的に右翼団

体 と手を結び,あ るいは自ら右翼集団化 し,

さらに政府や産業資本 との結びつきを深めた

ことに注 目してお きたい。 それは大正デモ ク

ラシーおよびロシア革命などを背景にもった,

日本の政治 ・社会の動 きを反映 していた と思



われる。岩井(1963)に よれば大正8年 博徒に

よる 「大日本国粋会」(頭山満顧問)が 結成さ

れたが,そ れは原敬 内閣の内務大臣によって

あ とお しされ,の ちに軍 に後援 された もので

ある。国粋会は各地 のス ト破 りに動員 された

り,水 平社員 との乱闘などで も知 られている。

この他 にも右傾化 したヤクザ は多 く,暴 力犯

罪 と政治 との密接 なかかわ りが定着 してきた

のが,ま さに大正か ら昭和初期 にかけてだっ

た といわなければな」ρない。 そして昭和にな

てからは 「満洲ゴロ」「支那浪人」 といった特

殊な形態 もとり,中 国へのアヘン密売,軍 へ

の特殊慰安婦提供 な どもおこなっていたが,

太平洋戦争中には召集されてその影 はうす 之

なっていったわけである。

最後に再び自殺についていえば,大 正期に

ひき続 き,昭 和の戦前には親子心中の激増が

あ り,自 殺率全体 としても日中戦争の始 まる

昭和11年 頃までは一貫して増加 している。戦

争中は激減 し,昭 和18年 には明治33(1900)

年以来の最低率を示 している。 これは諸外国

において も共通 して認 められる現象であ り,

社会生活の貧困に もかかわらず,社 会的結束

が強 まり,攻 撃性が戦争に置き換えられたた

め とい うように解釈 されているが,犯 罪の場

合 と似たようなこうした解釈の妥当性は,疑

問である。 ちなみ に軍隊内の自殺は高率であ

る。

なお戦争においては,特 攻隊,玉 砕などの

形で集団自決がなされたことはまさに日本的

特色であった。 それは沖縄戦などにおいて一

般市民 もまきこんだ集団自決(ひ めゆ り部隊

など)の 悲劇を生んだわけであるが,実 際に

は軍隊による住民虐殺 としての様相 も強かっ

たわけで,こ こに(海 外 における虐殺事件や

婦女暴行等の犯罪 と同様)軍 国 日本の最大の

病理をみなければならないであろ う。

5〔 戦後〕

戦後については,統 計資料 ・ケース資料 と
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も膨大な ものがあ り,無 数の研究がなされて

いるので本格的に概観することは別の機会に

ゆず り,こ こでは戦後 を4期 に分 けたその大

まかな特徴 を述べ るにとどめる。

①戦後混乱期(昭 和20年 代):成 人犯罪

(人口比)は24年 以降下降するが,少 年犯罪

は第一の波 にあたる(26年最高)。 戦後,浮 浪

児が輩出 し,そ の後 も生活難ゆえの犯罪 ・非

行が激増(と くに財産犯を中心 とす る)。ヤク

ザ の復活,新 興 ぐれん隊の繁栄がみ られる。

赤線地区の売春は半合法,米 軍相手の売春 も

多 くなる。覚醒剤乱用がピークに達 し,自 殺

もピークに達する。競輪 その他のギャンブル

が急増 し,昭 和25年 には競輪延人口約2000万

人のピーク。「踊 る宗教」などの新興宗教 も多

発。一方に封建遺制による離婚,迷 信 による

犯罪 ・自殺 も残存 している。(離婚率最大22年 ,

イタイタイ病21年,水 俣病28年)

②戦後復興期(昭 和30年 代):成 人犯罪は

小康状態に入っているが,少 年犯罪が第2の

上昇期 を迎 える(昭 和39年 ピーク,と くに粗

暴犯)。 但 し女子比はこのころまで7%以 下。

覚醒剤 は取締 り強化 によって激減 し,麻 薬が

若干流行の兆 しを見せたが抑 えられ,睡 眠薬

遊びが流行,自 殺は減少期 に入 る。 なお,売

春防止法 により,赤 線区域が廃止 され,従 来

の半合法売春婦は転業するか,様 々な非合法

な形態 に移 ってい く。(離婚率最低36年,四 日

市喘息35年,サ リマイド禍37年)

③高度成長期(昭 和40年 ～47年):高 度成

長期の初期中核 をなす,比 較的短い時期で,

交通関係の成人犯罪増加はあるが(昭 和45年

がピーク),少年犯罪は第2の 山の後半 にあ り,

粗暴犯 ・性犯罪 ・暴力非行が特徴的である。

低年齢化のはしり,女 子非行率漸増。シンナ

ーなどの有機溶剤の流行が始 まる。フーテン,

ヒッピー等が話題 になる。睡眠薬遊 びは規制

により減少。自殺 は42年 の14.2%と 最低 を記

録,そ の後 とくに児童 と壮年の率が上がって

いる。(光化学スモッグ45年,環 境庁発足46年)



④低成長期(主 として昭和50年 代):万 引

き,自 動車 ・バイクの盗みなどの遊び型非行,

低年齢化,女 子非行増大(15%以 上)を 中心

に,少 年犯罪が第3の 山を迎 え,暴 走族,校

内暴力,い じめの問題,一 方さ らに内向 した

家庭 内暴力 も問題になる。(登校拒否はひ とつ

前の時期か ら社会問題化 している。)成人犯罪

では高度技術化 した犯罪,暴 力団の広域化 ・

系列化 とそれに伴 う抗争,さ らに総会屋 とし

ての企業への寄生なども目立つ。暴力団や売

春業の海外進出,国 際化 も問題になる。覚醒

剤が第2の ピークを迎 え,自 殺は再び増加す

る。いじめゆ えの自殺 も頻発。環境問題 は個々

には解消 した もの もあるが,自 然破壊 などが

すすみ,か つ海外への影響 も問題 になる。

以上 は昭和60年 代初頭 までのおおよその傾

向であ るが,参 考 まで にここで省略 してある

神経症 ・精神障害の推移についていえば,戦 前

か ら戦後混乱期頃まではヒステリー型の もの

が目立ち,戦 後復興期頃か ら強迫神経症型の

ものが 目立 ち,低 成長期 に入って不安神経症

が増大する傾向にある。 また高度成長期から

低成長期にかけてうつ病の増大,分 裂病ボー

ダーラインの増大,一 般 に精神病の軽度非定

型の増 大がみ られてい る(岩井 ・福島1980)。

なお自殺について年齢別のおおよその傾向

をみると,15才 未満の児童で は低成長期 に漸

増,15～30才 の青年は30年代前半ピークか ら

徐 々に減少,44年 以降再増加。30～50才 台の

壮年は全体的漸増 し,60才 以上 は増減 しつつ

も,ほ とん ど恒常的に高率である。

一方犯罪・非行の総数は付表Bに 示 したが,

少年非 行について,上 記の時期別特徴 をさ

らに罪種別 にみるとほぼ次 のような傾向が

ある。すなわち窃盗は戦後混乱期 および40

年代初めに山を もちなが ら全体 としては漸増

傾向にあ り,詐 欺 は戦後にピークを迎 えて以

後漸減,横 領は40年 代半ばまで漸減 しなが ら

その後急上昇 している。 これに対 して暴力犯

罪および性犯罪 はいずれ も40年前後 にピーク

をもつ山型 となってお り,た だ しその ピーク

は若干ズレている。すなわち5年 毎の数値で

いえば,昭 和35年 に殺人,強 盗がピークをな

しているのに対 して,傷 害,恐 喝,強 姦は35

年 と40年がほぼ並んでピークをなし,暴 行お

よびわいせつは40年 がピークになっている。

なお放火は35年 を最大 としてはいるが,む し

ろはっきりしたピークを示さず数がほぼ一定

に保たれている。

以上戦後の概略をまとめてみ ると,表Aの

ようになる。 この うちおそらく最 もマクロ的

に流れが明確化で きるのは,前 近代的離婚か

ら近代的離婚への変遷,そ の他 これに準ずる

低年齢高学歴層の遊び型非行の増大,少 年非

行(及 び犯罪全体)に おける女子比の増大,

などであ り,社 会の近代化 ・物的豊かさに関

連 して捉 えられるものであろ う。フー テンな

どの問題 も若干 これに関連 していると思われ

るが,そ の社会的力動はまだはっきりとしな

い。一方,売 春や暴力団の多様化 ・国際化 も

(日本の経済大国化 と絡んで)同 じ流れの中

で捉えていってよい問題であろ う。

これに対 して,自 殺率や犯罪 ・非行の増減

は(様 々な解釈が試み られてはいるものの)

一義的な説明が困難な ものであ り,お そらく

は複雑な要因の積み重ねによるものであろう。

暴走族 ・校 内暴力 ・家庭内暴力等 も,一 応の

時代的解釈が可能だ とはいえ,や は り予測 し

うるようなものだった とは言い難 い。 いじめ

の問題 その他 いまだにほ とん ど解釈が一定 し

ないような事象 も多い と言わなければならな

いo

なお売春や薬物の問題が売春防止法 ・薬物

取締法規 ・その他政治 ・行政によって大 きく

影響 されたことも指摘 してお くべ きであろう。

ただこれ らの変遷 も法的規制 とそれに対する

反作用や代償行為 としてだけ考 えられない面

を持っていることは確かである。

最後 に環境 問題の根 は古 いが,高 度成長期

以降工場廃液公害 その他多 くの深刻な問題が
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表A

1930 19451950 1960 1970 ・:1

d召禾01020304050

戦 前 戦 中 戦後混乱期 戦後復興期 高度成長期 低成長期

腱 進学率7°%) 崔灘 難鞴増

核家族化,高 齢者率増加

高校進学率90%
以上

自 殺 減少 増大(特に青年) 33ピ ー ク後 減少 低率 若干高

心 中 欟 子心申丶
丶急増 ノ

一家心中増
情死増 情死減 ・母子心中増

離 婚 離婚率最低 増大 減少(38年 谷) 近代的離婚の増加

売 春 戦地慰安婦
街娼増大

(特に対米軍)

、

禁止法 →新特 飲街 ・トル コ街 等へ

(赤線廃 止)

国際売春

薬 物 覚醒剤急増 睡眠薬遊び 有機溶剤 第2次 覚醒剤

成 人 犯 罪 減少 滅少
24年 ピー ク

(特に財 産犯)
小康状態 交通関係増大 技術化など

(暴力団) 満洲ゴロ等 応召 や くざの増大 ・活躍→新 しい形態へ→ 寡専化 ・派 閥抗争 ・国際化

(女子比) 女子比10%以 下 漸増 15%以 上

少 年 非 行 漸増 漸増 急増 ・第1の 山 第2上 昇期
i減少

第3上 昇期

財産犯罪 粗暴犯 ・性犯罪 ・暴力非行 万引 き ・自動車

窃 盗

貧困による犯罪 集団暴力型非行 遊び型非行

(年令) 年長少年率大 中間年齢層大・漸次低年齢化 最低年齢化

(女子比) 女子比7% 漸増 女子暴力増大 女子比15～20%

,

関連した問題 浮浪児 フ ー テ ン ・ヒ ッ ピー
暴走族 ・校内暴

力 ・い じめ

登校拒否 家庭内暴力

(精神病) うつ病増大 ・精神病の軽症化 ・慢性化

(神経症) ヒステリー系 → 強迫神経症系 → 不安神経症系

環 境 問 題 神通 川カ ド
ミウム イタイイタイ病

水俣病等

四日市喘息

iサリドマイド構

光化学スモッグ等

環境庁発足

空港騒音等
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起 り,46年 環境庁誕生などの対策で河川汚染

など好転 した もの もかな りある。 しか し自然

破壊等はすすみ,一 方企業が世界に進出 して,

発展途上国の生態系を破壊 し,資 源 を乱費す

るなど,こ こで も一一国の病理を越 えた問題が

続出 している。

6〔 総括〕

以上 ここに記述を省略 したことも含めて総

括的に考察すれば歴史的に,ま ず自然 との闘

いその ものが,少 な くともご く最近に至 るま

で人類の大 きな課題であった。「社会病理」と

みな して良いかどうかは別 として,少 な くと

も今 日われわれが考える社会病理以上 に深刻

な自然条件の厳 しさが問題 になっていたこと

は争 えない。 それは文明の発達 した後 も,天

災,飢 饉,大 火な ど形で人間社会を苦 しめて

きた。 もちろん大火のように住宅の密集によ

って災害がお こる とい う,次 第に二次的な形

になって きた ことも確かである。 そして今 日

のようにた とえば乱開発が水害 を招 く,と い

った天災→人災 とい う変化によって,次 第に

公害的な ものへ とところを譲ってきた といえ

よう。

第2に この人災,す なわちまさに広義の社

会病理の中核 とで もいう・ミき戦乱,貧 困,環

境問題は少な くとも最近 までは社会科学的に

生産の発展 に関連 した社会力動 として とらえ

られ るのが常であった。典型的にはマルクス

主義的歴史観 が,生 産力の発展に伴 う奴隷制,

封建制,資 本制 といった階級対立 とその止揚

のダ イナ ミックスとして とらえてきたような

もので あ る。 事実比較 的マク ロ的に広義の

社会問題の流れをみて くるとき,そ れは常に

被支配層の貧困,生 活苦,お よびそこか ら立

ち上がろ うとするエネルギー,そ して生産力

の発展 を媒介 として考えられるような性質の

ものであった。 しか しさらに具体的に,と く

にミクロ的な面にまで関連させてみてい くと

きには,個 々の民族や地域,国 家の状況,さ

らにはより小 さな地域や集団 ・個人の状況が

加味 して考 えられなければならないのであっ

て,日 本の社会病理史が外国 とは違 うい くつ

かの事情 も,そ こにある。

今 日発展途上国においてなお従来の図式が

かな り通用 しているとはいえ,先 進諸国にお

いては従来の形の貧困が消失 し,日 本 におけ

る1億 総 中流意識にみ られるように,少 な く

とも物質的な豊かさは大多数の国民的規模で

かな り達成 された。 さらに例 えば残酷な応報

刑,私 刑すなわちリンチは,ほ とんど姿を消

し,文 字通 りの奴隷酷使 も姿を消 していった。

極端な伝染病 も20世紀後半には消失 した。 し

か し第3の 問題 として逆に大衆社会化,管 理

社会化,物 質主義,そ れにもとつ く新 しい精

神的な諸問題が起 こってきた点は指摘するま

で もない。 日本で いえば高度成長期以降の社

会病理に,今 までにはみられなかった新 しい

形態が生 まれ,そ れはすで に従来の物質的欲

求満足の図式では説明 し得ないニュアンスを

強 くもってきている。

第4に これ とおそらく表裏をなすのであろ

う,公 害,環 境破壊,資 源枯渇等の生態学上

の問題が大 きくクローズアップされてきた こ

とがあげられる。それは科学 と合理主義に対

す る信仰 をゆるがせた。少な くとも従来の進

歩の概念だけで なく,人 間や社会 と自然性 と

のバ ランス,自然生態系 その ものの動 き,その

中の人類社会 という視野を入れず しては,社

会問題 その もの も,そ してなかんず くその中

で発生する個人の特殊病理現象 に立 ち向か う

ことも困難 なことが明 らかにされつつあ るわ

けである。

この ことは第5に 病理概念の修正 に向かっ

て,改 めて歴史を見直させ ることにつながる。

原始社会や古代においては,宗 教病理の担い

手や精神病者が信仰の対象 として価値づ けら

れていた面 もある。 当然の ことなが ら,下 位

集団が争い,政 治的反体制が盗賊に もなって

いた時代 において病理の担い手が次の時代の
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覇者 として支配権 を握 ることも決 してまれで

はなかった。こうした点は,政 治的闘争 と犯

罪 との分化および文明の均一化によって次第

に消失 してくるのであるが,逆 に社会の均一

化 に伴 って,文 明信仰が固定 してきたため,

本来相対的であった病理が絶対化 されてきた

面 もある。逆に現代に至って,か って病理 と

されていた ものが,個 人的ないし文化的個性

として見直されつつある問題は数限 りない。

同姓愛の問題,人 類の生存に とって新たな意

味が発見 されたい くつかの遺伝病の問題,東

洋文化やさらには未開社会の文化が見直され

つつある現状,こ うしたことは今 まで当然の

病理 とされていた ことに対す る疑問を再度投

げかけるものであ る。

こうした点は別の機会に社会病理の理論 と

して展開 したい と思 うが,臨 床的にみて病理

が病理 として規定 され るがゆえに,よ り病理

的になって しまうことを我々は痛感 してい る。

司法 ・矯正処置ゆえに犯罪が本格化 し,精 神

病院に収容されるがゆ えに精神病が本格化 し,

売春婦 として位置づけられるがゆ えにまさに

売春婦 として一生 を送 らなければならないと

いうようなことである。 こうした点は,ま さ

に歴史的ないし社会的規模の研究が,臨 床的

研究 と接す る重要 なポイントだ と思われる。

文献
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史」,小 学館 「大 日本百科事典」,弘 文堂 「日

本民俗学事典」 を参考に している。 また統計

については 「犯罪統計書」「犯罪白書」「厚生

白書」「環境白書」「人口動態統計」 を主 とし

て参考 にしている。 なお統計面 は,事 実上,

本生活学研佐藤ひろみ との共同研究であるこ

とをおことわ りしておきたい。

表B少 年 ・成人犯罪の検挙人員(昭和11～58年)

隣灘獵 籌瓢 驫1黙銀嶽 課誌鋤 謹徽比1
少 年 犯 罪 成 人 犯 罪

少年比年 次 1

実 数 人口比 指 数 実 数 人 口比 指 数

昭和11年 46,550 3.2 34 399,139 10.6 108 10.4

12 46,040 3.1 33 363,349 9.7 99 11.2

13 48,933 3.2 34 346,725 9.2 94 12.4

14 48,367 3.1 33 301,851 8.0 82 13.8

15 53,048 3.4 36 292,452 7.7 79 15.4

16 52,709 一 一 281,708 一 一 15.8

17
.. 一 一 232,807 一 一 22.2

18 61,366 一 一 285,343 一 一 17.7

19 75,314 4.5 47 235,637 5.8 59 24.2

20 (54,787) (3.3) (35) (187,858) (4.8) (49) (22.6)

21 111,790 6.7 71 333,694
.,

86 25.1

22 104,829 6.1 64 354,510 :一 86 22.8

23 124,836 7.3 77 425,704 .; 100 22.7

24 131,916 7.7 81 453,412 10.2 104 22.5

25 158,426 9.2 97 458,297 10.1 103 25.7

26 166,433 9.5 100 452,602
.・ 100 26.9

27 143,247 8.0 84 432,605 9.1 93 24.9

28 126,097 7.0 74 421,453 8.7 89 23.0

29 120,413 6.6 69 419,376
.,

86 22..3

30 121,753 6.7 n 437,104 :. 88 21.8

31

幽

127,421 7.1 75 427,192 8.2 84 23.0

32 144,506 7.9 83 1 430,255 8.1 83 25.1

33 155,373 8.1 85 420,893 7.8 80 27.0

34 176,899 8.8 93 417,455 7.6 78 .・

35 196,682 9.7 102 413,565 7.4 76 32.2

36 216,456 10.6 112 422,430 7。4 76 33.9

37 220,749 10.8 114 406,925 6.9 70 35.2

38 229,717 11:3 119 432,-298 7.2 73 34.7

39 238,830 11.9 125 488,080 8.0 82, 32.9

40 234,959 11.7 123 515,963 8。3 85 31.3

41
1

226,203 11.2 118 547,866 8.7 89 29.2

42 215,477 11.1 117 617,984 9.5 97 25.9

43 218,950 11.8 124 734,819 11.0 112 23.0

44 218,458 12.4 131 812,962 11.9 121 21.2

45 224,943 13.3 140 883,263 12.6 129 20.3

46 214,799 13.1 138 845,590 11:9 121 20.3

47 198,439 12.1 127 814,382 11.2 114 19.6

48 202,294 12.5 132 767,768 10.4 106 20.9

49 198,745 12.3 129 ・:':1 9.2 94 22.4

50 196,946 12.1 127 ..: 8.7 89 22.7

51 193,994 12.1 127 671,221 :. 88 22.4

52 197,893 12.1 127 659,662
.,

86 23.1

53 224,075 13.5 142 660,138 8,3 85 25.3

54 233,269 13.8 145 648,697 8.1 83 26.4

55 269,718 15.7 165 653,931 8.1 83 29.2

56 303,893 17.2 181 668,617 8.1 83 31.2

57 310,798 17.2 181 699,133 8.4 86 30.8

58 317,404 17.1 180 710,941 8.5 87 30.9

16


